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(57)【要約】
【課題】タイヤの軽量化を実現させつつ、タイヤのビー
ド部の耐久性を向上させた航空機用ラジアルタイヤを提
供する。
【解決手段】一対のビードコア４と、ラジアルカーカス
とを具え、少なくとも一枚のカーカスプライ５を構成す
る有機繊維コードの引張り破断強度を１０．０～２０．
０ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲とするとともに、２．１ｃＮ／
ｄｔｅｘの引張力作用時の伸度を１．０～５．０％の範
囲とし、適用リムに組付けて、内圧が０ｋＰａの状態か
ら、正規内圧を充填し、規定の質量に対応する負荷を加
えることによって、タイヤビード部外表面をリムフラン
ジに密着させるに至るまで間の、そのビード部外表面の
変形率ＲＦと、正規内圧を充填し、正規荷重を負荷した
タイヤ姿勢における、ビード部外表面の、リムフランジ
からの離反点位置での、内圧を０ｋＰａとした状態のラ
ジアルカーカスの厚さＬとが、２．０＜ＲＦ／Ｌ＜４．
０の関係を満たしてなることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のビードコアと、これらビードコア間にトロイド状に延在し、タイヤ赤道面に対し
て７０～９０°の範囲の角度で延びる複数本の有機繊維コードからなる少なくとも二枚の
カーカスプライにて構成したラジアルカーカスとを具え、このラジアルカーカスが、側部
部分を各ビードコアの周りに、タイヤ幅方向の内側から外側へ巻上げた一枚以上のターン
アッププライと、このターンアッププライの巻上げ部分を覆って半径方向内方に延びて、
ビードコアの周りに到る一枚以上のダウンプライとを有してなる航空機用ラジアルタイヤ
において、
　少なくとも一枚のカーカスプライを構成する有機繊維コードの引張り破断強度を１０．
０～２０．０ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲とするとともに、２．１ｃＮ／ｄｔｅｘの引張力作用
時の伸度を１．０～５．０％の範囲とし、
　適用リムに組付けて、内圧が０ｋＰａの状態から、正規内圧を充填し、規定の質量に対
応する負荷を加えることによって、タイヤビード部外表面をリムフランジに密着させるに
至るまで間の、そのビード部外表面の変形率ＲＦと、正規内圧を充填し、正規荷重を負荷
したタイヤ姿勢における、ビード部外表面の、リムフランジからの離反点位置での、内圧
を０ｋＰａとした状態のラジアルカーカスの厚さＬとが、
　２．０＜ＲＦ／Ｌ＜４．０
の関係を満たしてなることを特徴とする航空機用ラジアルタイヤ。
【請求項２】
　一枚以上のカーカスプライの有機繊維コードの熱収縮応力σと弾性率Ｅが下記式（１）
および式（２）：
　σ≧－０．０１Ｅ＋１．２・・・（１）
　σ≧０．０２・・・（２）
［式中、σは１７７°Ｃにおける熱収縮応力（ｃＮ／ｄｔｅｘ）であり、Ｅは２５°Ｃに
おける４９ｃＮ荷重時の弾性率（ｃＮ／ｄｔｅｘ）である。］
の関係を満たすポリケトン繊維コードである請求項１に記載の航空機用ラジアルタイヤ。
【請求項３】
　ポリケトン繊維コードの熱収縮応力は、０．４～１．５ｃＮ／ｄｔｅｘである請求項３
に記載の航空機用ラジアルタイヤ。
【請求項４】
　ポリケトンは、一酸化炭素と、少なくとも一種の不飽和炭化水素との共重合体である請
求項２または３に記載の航空機用ラジアルタイヤ。
【請求項５】
　不飽和炭化水素が、エチレンである請求項４に記載の航空機用ラジアルタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機用ラジアルタイヤ、特にタイヤの軽量化を実現させつつ、タイヤのビ
ード部の耐久性を向上させた航空機用ラジアルタイヤに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　航空機用ラジアルタイヤは、１０気圧を超える非常に高い充填内圧が公的規格により定
められている上、使用に当って、３０％を超える大きな撓み変形を受けることから、高度
な信頼性を確保するため、正規内圧の四倍以上の安全率をとることが必要とされている。
　このため、多くは、有機繊維コードからなるカーカスプライの複数枚を重畳配置して、
ラジアルカーカスを構成することにより、タイヤへの、高い耐圧性と、高い耐久性の要求
とを満足させている。
【０００３】
　ところで、撓みが３０％を超える条件の下で使用される航空機用ラジアルタイヤのビー
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ド部ではタイヤの回転毎にリムフランジと接触する領域が、倒れこみ変形および復元を繰
り返すので、その領域に配設されるラジアルカーカス部分には、走行毎に繰り返される変
形に耐え得るような素材、構造を採用することが必須となっている。
　この一方で、航空機メーカーからはタイヤの重量低減の厳しい要求が課せられており、
タイヤ性能と、タイヤの軽量化の両立がタイヤ設計上重要な課題となっている。
【０００４】
　これがため、例えば、特許文献１には、耐久性の向上を図ってなおタイヤの軽量化をも
達成することを目的として、カーカスプライを構成するコードとして、従来の６，６ナイ
ロンコード等に変えて、より高強度、高弾性率の有機繊維コード、例えばポリケトン繊維
コードを採用し、優れた耐久性の下で、カーカスプライの枚数を減少させて、タイヤの重
量を低減させた空気入りラジアルタイヤが提案されている。
【０００５】
　しかるに、このような従来のタイヤでは、カーカスプライを構成するコードを、弾性率
の高いコードとしてなお、走行時のビード部の繰り返し屈曲等により、そのコードが疲労
し、ときに破断に至るおそれがあり、所期したほどの高い耐久性を実現することができな
い懸念があった。
【特許文献１】特開２００７－１９０９６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この点につき鋭意検討したところ、ビード部の耐久性に関して、高い弾性率を有するコ
ードでは、荷重負荷時のビード部の変形により、タイヤ幅方向外側に配置されたカーカス
プライを構成するコードに長手方向の圧縮力が作用し、この圧縮力がコードの疲労、破断
の原因になっているとの知見を得た。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、特にタイヤの軽量化を実現させつつ、タイヤのビード部の耐
久性を向上させた航空機用ラジアルタイヤを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明にかかる航空機用ラジアルタイヤは、一対のビードコアと、これらビードコア
間にトロイド状に延在し、タイヤ赤道面に対して７０～９０°の範囲の角度で延びる複数
本の有機繊維コードからなる少なくとも二枚のカーカスプライにて構成したラジアルカー
カスとを具え、このラジアルカーカスが、側部部分を各ビードコアの周りに、タイヤ幅方
向の内側から外側へ巻上げた一枚以上のターンアッププライと、このターンアッププライ
の巻上げ部分を覆って半径方向内方に延びて、ビードコアの周りに到る一枚以上のダウン
プライとを有するものであって、少なくとも一枚のカーカスプライを構成する有機繊維コ
ードの引張り破断強度を１０．０～２０．０ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲とするとともに、２．
１ｃＮ／ｄｔｅｘの引張力作用時の伸度を１．０～５．０％の範囲とし、適用リムに組付
けて、内圧が０ｋＰａの状態から、正規内圧を充填し、規定の質量に対応する負荷を加え
ることによって、タイヤビード部外表面をリムフランジに密着させるに至るまで間の、そ
のビード部外表面の変形率ＲＦと、正規内圧を充填し、正規荷重を負荷したタイヤ姿勢に
おける、ビード部外表面の、リムフランジからの離反点位置での、内圧を０ｋＰａとした
状態のラジアルカーカスの厚さＬとが、
　２．０＜ＲＦ／Ｌ＜４．０
の関係を満たしてなるポリケトン繊維コードである。
【０００９】
　ここで、「破断強度」とは、ＪＩＳ　Ｌ　１０１７に準拠した引張り試験を行って測定
した結果によって算出した値を意味する。
「伸度」とは、ＪＩＳ　Ｌ　１０１７に準拠した引張り試験を行って測定した結果によっ
て算出した値を意味する。
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【００１０】
「適用リム」とは、タイヤが生産され、使用される地域に有効な産業規格であって、欧州
では、ＥＴＲＴＯ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｙｒｅ　ａｎｄ　Ｒｉｍ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
　Ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ）　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＭＡＮＵＡＬ、米国ではＴＲＡ（Ｔ
ＨＥ　ＴＩＲＥ　ａｎｄ　ＲＩＭ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　ＩＮＣ．）ＹＥＡＲ　ＢＯ
ＯＫ等に規定されたリムをいうものとする。
　また、「正規内圧」および「規定の質量」とは、それぞれＴＲＡ等に記載の、適用サイ
ズにおける最大負荷能力に対応する空気圧および最大負荷能力をいうものとする。
　本発明の航空機用ラジアルタイヤでは、タイヤ内に充填する気体としては、通常のもし
くは酸素分圧を変えた空気、または、窒素等の不活性ガスを用いることができる。
【００１１】
　そして、「変形率ＲＦ」とは、図１に示すように、適用リムに組み付けたビード部外表
面の、タイヤ内圧が０ｋＰａの状態での、ビード部外表面の、リムフランジからの離反点
Ａと、図２に示すように、正規内圧を充填するとともに、規定の質量に対応する負荷を加
えたタイヤ姿勢で、ビード部外表面の同様の離反点Ｃｔまでを結ぶ曲率半径Ｒｔ（Ａ～Ｂ

ｔ～Ｃｔ（ＢｔはＡ～Ｃｔ曲線の中点））と、正規内圧を充填し、正規荷重を負荷したタ
イヤ姿勢での曲率半径となるリムフランジの曲率半径Ｒｒ（Ａ～Ｂｒ～Ｃｒ（ＢｒはＡ～
Ｃｒ曲線の中点））とにより、１／ＲＦ＝１／Ｒｒ－１／Ｒｔを定めたものである。
　「ラジアルカーカスの厚さＬ」は、離反点Ｃｔから、図１に示すように、内圧が０ｋＰ
ａの状態のカーカスプライへの直交する仮想線の厚さをいうものとする。
【００１２】
　この変形率ＲＦは、タイヤ内圧が０ｋＰａと、正規内圧、規定の質量に対応する負荷を
加えた時との間のビード部外表面の曲率変化から求められるものであり、荷重時の曲率は
リムフランジの曲率１／Ｒｒとなるため、ビード部外表面がリムフランジによる拘束下で
倒れ込み変形等される際の、近似的な曲率である。ラジアルカーカスの厚さＬは、ビード
部の倒れこみによりラジアルカーカスに倒れ込み変形が生じたときに、ラジアルカーカス
の厚さＬに比例するカーカスプライの内層と外層との間のペリフェリ差に起因する歪差の
発生に関与する。
　すなわち、タイヤ幅方向外側に配置されるカーカスプライを構成するコードの長手方向
への圧縮力を抑制するためには、変形率ＲＦを大きくし、ラジアルカーカスの厚さＬを小
さくすることが有効であり、変形率ＲＦ／Ｌを指標として、タイヤのビード部の耐久性を
向上させることができる。
【００１３】
　このようなタイヤでより好ましくは、一枚以上のカーカスプライの有機繊維コードの熱
収縮応力σと弾性率Ｅが下記式（１）および式（２）：
　σ≧－０．０１Ｅ＋１．２・・・（１）
　σ≧０．０２・・・（２）
［式中、σは１７７°Ｃにおける熱収縮応力（ｃＮ／ｄｔｅｘ）であり、Ｅは２５°Ｃに
おける４９ｃＮ荷重時の弾性率（ｃＮ／ｄｔｅｘ）である。］
の関係を満たすものとする。
【００１４】
　ここで、熱収縮応力σとは、一般的なディップ処理を施した加硫前のポリケトン繊維コ
ードの２５ｃｍの長さサンプルを、５℃／分の昇温速度で加熱して、１７７℃で２分間加
熱したときのコードに発生する応力（ｃＮ／ｄｔｅｘ）をいうものとする。弾性率Ｅとは
、ＪＩＳ　Ｌ　１０１７　８．５のコード引張り試験によるＳＳカーブの４９ｃＮ時の接
線から算出した弾性率（ｃＮ／ｄｔｅｘ）をいうものとする。
【００１５】
　また好ましくは、ポリケトン繊維コードの熱収縮応力を、０．４～１．５ｃＮ／ｄｔｅ
ｘとする。
【００１６】
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　ポリケトンを、一酸化炭素と、少なくとも一種の不飽和炭化水素との共重合体とし、よ
り好ましくは、その不飽和炭化水素を、エチレンとする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の航空機用ラジアルタイヤは、少なくとも一枚のカーカスプライを構成する有機
繊維コードの引張り破断強度を１０．０～２０．０ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲とするとともに
、２．１ｃＮ／ｄｔｅｘの引張力作用時の伸度を１．０～５．０％の範囲の高強度、高弾
性コードとすることにより、コード径、カーカスプライ数の低減等に基づいて、タイヤ重
量の増加を抑えることができる。
【００１８】
　すなわち、そのコードの引張り破断強度が１０．０ｃＮ／ｄｔｅｘ未満では、航空機用
タイヤに要求される安全率を達成するために、より多くのプライ枚数、太いコード径等が
必要となり、タイヤ重量の増加を招くことになり、一方、２０．０ｃＮ／ｄｔｅｘを超え
ると、対となる位置のタイヤがパンクした等の厳しい条件下で走行を続けたときに、ベル
ト部やビードワイヤ等からタイヤ破裂を引き起こすおそれがある。
【００１９】
　また、伸度が１．０％未満では、荷重負荷時のビード部の倒れこみ時にカーカスプライ
の内層と外層との間のコード強力差が大きくなり、カーカスプライ端でセパーレーション
を引き起こすおそれがあり、５．０％を超えると、内圧充填時にタイヤの半径方向、幅方
向への膨出量が増加し、耐圧性を損なうおそれがある。
【００２０】
　そして、適用リムに組付けて、内圧が０ｋＰａの状態から、正規内圧を充填し、規定の
質量に対応する負荷を加えることによって、タイヤビード部外表面をリムフランジに密着
させるに至るまで間の、そのビード部外表面の変形率ＲＦと、正規内圧を充填し、正規荷
重を負荷したタイヤ姿勢における、ビード部外表面の、リムフランジからの離反点位置で
の、内圧を０ｋＰａとした状態のラジアルカーカスの厚さＬとが、
　２．０＜ＲＦ／Ｌ＜４．０
の関係を満たすことで、荷重が負荷された時のビード部の倒れこみによる、タイヤ幅方向
外側に配置されるカーカスプライを構成するコードの長手方向への圧縮力を効果的に抑制
することができる。
【００２１】
　すなわち、ＲＦ／Ｌが２．０未満では、荷重負荷時のビード部の倒れこみにより、タイ
ヤ幅方向外側に配置されるカーカスプライを構成するコードに圧縮力が加わり、走行中の
コード疲労を伴うことになり、ＲＦ／Ｌが４．０を超えると、荷重負荷時のビード部とリ
ムフランジの接触圧が大きくなり、走行時にビード背面部にクラックが発生するおそれが
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、図面を参照しながら本発明の航空機用ラジアルタイヤを詳細に説明する。
　図３は、本発明の航空機用ラジアルタイヤの一の実施形態を示す幅方向段面図であり、
図４は図３のタイヤを適用リムに組み付けて内圧が０ｋＰａのときのビード部をより詳細
に示す要部拡大断面図である。
　図中１はトレッド部を、２はトレッド部１の側部に連続して半径方向内方に延びる一対
のサイドウォール部を、３は各サイドウォール部２の内周側に連続させて設けたビード部
をそれぞれ示す。
【００２３】
　ここに示すタイヤは、一対のビード部３内に埋設した、ビードコア４と、これらビード
コア４間に、トロイド状に延在し、タイヤ赤道面に対して７０～９０°の範囲の角度で延
びる複数本の有機繊維コードからなる、カーカスプライ５にて構成したラジアルカーカス
を具える。
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【００２４】
　また、ラジアルカーカスのクラウン域の外周側に、四層のコード交錯ベルト層からなる
ベルト６、タイヤ周方向にジグザグ状に延びるコード等からなるベルト保護層７およびト
レッドゴム８を順次に配置し、このトレッドゴム８の表面には、例えば、タイヤ周方向に
延びる複数本の周溝等を形成する。
【００２５】
　ここにおけるラジアルカーカスは、カーカスプライ５のうち、側部部分を各ビードコア
４の周りに、タイヤ幅方向の内側から外側へ巻上げてなるターンアッププライ５ａと、こ
れらのターンアッププライ５ａの、ビードコア４に対する巻上げ部分を覆って半径方向内
方に延びて、少なくとも、ビードコア４の半径方向内方部分まで延在する、ダウンプライ
５ｂとからなる、いわゆるアップダウン構造を有する。
【００２６】
　このようなアップダウン構造とすることにより、ターンアッププライ５ａおよびダウン
プライ５ｂのそれぞれに働くビードコア４の周りの張力の相殺による、それら相互の引き
抜け拘束力の作用下で、カーカスプライ５が引き抜けるのを有効に防止することができる
。
　その結果、航空機用ラジアルタイヤに求められる耐圧性、耐荷重性等を十分に確保する
ことができる。
【００２７】
　そしてこの航空機用ラジアルタイヤでは、少なくとも一枚のカーカスプライ５を構成す
る有機繊維コードの引張り破断強度を１０．０～２０．０ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲とすると
ともに、２．１ｃＮ／ｄｔｅｘの引張力作用時の伸度を１．０～５．０％の範囲とし、適
用リムに組付けて、内圧が０ｋＰａの状態から、正規内圧を充填し、規定の質量に対応す
る負荷を加えることによって、タイヤビード部外表面をリムフランジに密着させるに至る
まで間の、そのビード部外表面の変形率ＲＦと、正規内圧を充填し、正規荷重を負荷した
タイヤ姿勢における、ビード部外表面の、リムフランジからの離反点Ｃｔ位置での、内圧
を０ｋＰａとした状態のラジアルカーカスの厚さＬとが、
　２．０＜ＲＦ／Ｌ＜４．０
の関係を満たす。
【００２８】
　上記条件を満足する、カーカスプライ５を構成するコード材料としては、綿、レーヨン
、セルロースなどの天然高分子繊維、脂肪族ポリアミド、芳香族ポリアミド、ポリエステ
ル、ポリビニルアルコール、ポリベンゾアゾール、ポリケトン等の合成高分子繊維が好適
に用いられる。これらの繊維は、単独であるいは複数の繊維を混合して使用することがで
きる。
【００２９】
　この航空機用ラジアルタイヤでより好ましくは、一枚以上のカーカスプライ５の有機繊
維コードの熱収縮応力σと弾性率Ｅが下記式（１）および式（２）：
　σ≧－０．０１Ｅ＋１．２・・・（１）
　σ≧０．０２・・・（２）
［式中、σを１７７°Ｃにおける熱収縮応力（ｃＮ／ｄｔｅｘ）とし、Ｅを２５°Ｃにお
ける４９ｃＮ荷重時の弾性率（ｃＮ／ｄｔｅｘ）とする。］
の関係を満たすポリケトン繊維コードとする。
　この構成により、ラジアルカーカス５に高い破断強力を付与して、航空機用ラジアルタ
イヤに要求される耐圧性を満足させた上で、従来のナイロン繊維コードをカーカスプライ
５に適用した場合よりもカーカスプライ５の枚数を減らすことで、タイヤ重量の大幅な低
減を達成することができる。
【００３０】
　ポリケトン繊維コードは、温度の上昇に伴って熱収縮して大きな熱収縮応力および弾性
力を発揮し、温度の低下に伴って伸張変形する可逆性を有するので、走行中におけるコー
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る。
　また、σ≧－０．０１Ｅ＋１．２であることに加え、σ≧０．０２を満たすことにより
、離着陸等の高速走行（高温）時の、遠心力の作用によるトレッド部１の半径方向外方へ
の迫り出しを抑制するとともに、ビード部３のゴム歪を低減することができる。
【００３１】
　すなわち、σ＜－０．０１Ｅ＋１．２の場合、および、σ＜０．０２の場合はいずれも
、高速走行（高温）時の、トレッド部１の半径方向外方への迫り出し抑制効果が不十分で
、内圧保持性の向上が望めない傾向がある。
【００３２】
　ポリケトン繊維コードは、好ましくは熱収縮応力を０．４～１．５ｃＮ／ｄｔｅｘ、よ
り好ましくは０．６～１．０ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲とする。
　それが０．４ｃＮ／ｄｔｅｘ未満の場合には、タイヤ製造時の加熱による引き揃え効率
が低下し、タイヤとしての強度が不十分となる傾向がある。一方、１．５ｃＮ／ｄｔｅｘ
を超える場合には、加硫時に有機繊維コードの収縮力が大きくなりすぎ、結果的にタイヤ
内部のコード乱れやゴムの配置乱れを引き起こし、耐久性の悪化やユニフォーミティーの
悪化する傾向がある。
【００３３】
　ポリケトン繊維コードは、化１で表される繰り返し単位から実質的になるポリケトン製
の繊維よりなる。
【化１】

　ポリケトンは、一酸化炭素ＣＯと不飽和炭化水素との共重合体であり、例えば、高分子
鎖中で各ＣＯ単位の隣に、エチレン単位等が一つずつ位置する交互共重合体である。また
、ポリケトンは、一酸化炭素と特定の不飽和炭化水素の一種との共重合体であってもよく
、一酸化炭素と不飽和炭化水素の二種以上との共重合体であってもよい。式中のＡを形成
する不飽和炭化水素としては、エチレン、プロピレン、ブテン、ペンテン、シクロペンテ
ン、ヘキセン、シクロヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、デセン、ドデセン、スチ
レン、アセチレン、アレン等の不飽和炭化水素化合物や、メチルアクリレート、メチルメ
タクリレート、ビニルアセテート、アクリルアミド、ヒドロキシエチルメタクリレート、
ウンデセン酸、ウンデセノール、６－クロロヘキセン、Ｎ－ビニルピロリドン、スルニル
ホスホン酸のジエチルエステル、スチレンスルホン酸ナトリウム、アリルスルホン酸ナト
リウム、ビニルピロリドン及び塩化ビニル等の不飽和結合を含む化合物等であってもよい
。これらは単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
　特にポリマーの力学特性や耐熱性等の点から、不飽和炭化水素としてエチレンを主体と
するものを用いたポリケトンが好ましい。
【００３４】
　また、ポリケトン繊維コードの原料のポリケトンは、部分的にケトン基同士、不飽和炭
化水素由来の部分同士が結合していてもよいが、不飽和炭化水素由来の部分とケトン基が
交互に配列している部分の割合が９７質量％以上であることが好ましい。
【００３５】
　さらに、ポリケトンの重合度としては、下記式：
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【数１】

（式中、ｔ及びＴは、純度９８％以上のヘキサフルオロイソプロパノール及びヘキサフル
オロイソプロパノールに溶解したポリケトンの希釈溶液の２５℃での粘度管の流過時間で
あり；Ｃは、上記希釈溶液１００ｍＬ中の溶質の質量（ｇ）である）で定義される極限粘
度［η］が１～２０ｄＬ／ｇの範囲にあることが好ましく、２～１０ｄＬ／ｇの範囲にあ
ることが更に好ましく、３～８の範囲にあることがより一層好ましい。極限粘度が１ｄＬ
／ｇ未満では、分子量が小さ過ぎて、高強度のポリケトン繊維コードを得ることが難しく
なる上、紡糸時、乾燥時及び延伸時に毛羽や糸切れ等の工程上のトラブルが多発すること
があり、一方、極限粘度が２０ｄＬ／ｇを超えると、ポリマーの合成に時間及びコストが
かかる上、ポリマーを均一に溶解させることが難しくなり、紡糸性及び物性に悪影響が出
ることがある。
【００３６】
　ここで、ポリケトンの未延伸糸の紡糸方法としては、公知の方法を採用することができ
、具体的には、特開平２－１１２４１３号、特開平４－２２８６１３号、特表平４－５０
５３４４号に記載のようなヘキサフルオロイソプロパノールやｍ－クレゾール等の有機溶
剤を用いる湿式紡糸法、国際公開第９９／１８１４３号、国際公開第００／０９６１１号
、特開２００１－１６４４２２号、特開２００４－２１８１８９号、特開２００４－２８
５２２１号に記載のような亜鉛塩、カルシウム塩、チオシアン酸塩、鉄塩等の水溶液を用
いる湿式紡糸法が挙げられる。
【００３７】
　例えば、有機溶剤を用いる湿式紡糸法では、ポリケトンポリマーをヘキサフルオロイソ
プロパノールやｍ－クレゾール等に０．２５～２０質量％の濃度で溶解させ、紡糸ノズル
より押し出して繊維化し、次いでトルエン、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ヘキサ
ン、イソオクタン、アセトン、メチルエチルケトン等の非溶剤浴中で溶剤を除去、洗浄し
てポリケトンの未延伸糸を得ることができる。
【００３８】
　一方、水溶液を用いる湿式紡糸法では、例えば、亜鉛塩、カルシウム塩、チオシアン酸
塩、鉄塩等の水溶液に、ポリケトンポリマーを２～３０質量％の濃度で溶解させ、５０～
１３０℃で紡糸ノズルから凝固浴に押し出してゲル紡糸を行い、更に脱塩、乾燥等してポ
リケトンの未延伸糸を得ることができる。
【００３９】
　また、例えば特開平２－１１２４１３号公報に記載の方法に従って、ポリマーを例えば
ヘキサフルオロイソプロパノール、ｍ－クレゾール等に０．２５～２０質量％、好ましく
は０．５～１０質量％の濃度で溶解させ、紡糸ノズルより押し出して繊維化し、次いでト
ルエン、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ヘキサン、イソオクタン、アセトン、メチ
ルエチルケトン等の非溶剤浴、好ましくはアセトン浴中で溶剤を除去、洗浄して紡糸原糸
を得、さらに（融点－１００℃）～（融点＋１０℃）、好ましくは（融点－５０℃）～（
融点）の範囲の温度で延伸処理する溶液紡糸法を採用することができる。
【００４０】
　得られたポリケトンの未延伸糸は、（ｉ）多段熱延伸を行い、多段熱延伸の最終延伸工
程で特定の温度及び倍率で延伸する方法や、（ｉｉ）熱延伸を行い、熱延伸終了後の繊維
に高い張力をかけたまま急冷却する方法が好ましい。上記（ｉ）又は（ｉｉ）の方法でポ
リケトンの繊維化を行うことで、ポリケトン繊維コードの作製に好適な所望のフィラメン
トを得ることができる。
【００４１】



(9) JP 2010-36695 A 2010.2.18

10

20

30

　得られた未延伸糸の延伸法としては、未延伸糸を未延伸糸のガラス転移温度よりも高い
温度に加熱して引き伸ばす熱延伸法が好ましく、更に、未延伸糸の延伸は、上記（ｉｉ）
の方法では一段で行ってもよいが、多段で行うことが好ましい。熱延伸の方法としては、
特に制限はなく、例えば、加熱ロール上や加熱プレート上に糸を走行させる方法等を採用
することができる。ここで、熱延伸温度は、１１０℃～（ポリケトンの融点）の範囲が好
ましく、総延伸倍率は、１０倍以上であることが好ましい。
【００４２】
　上記（ｉ）の方法でポリケトンの繊維化を行う場合、多段熱延伸の最終延伸工程におけ
る温度は、１１０℃～（最終延伸工程の一段前の延伸工程の延伸温度－３℃）の範囲が好
ましく、また、多段熱延伸の最終延伸工程における延伸倍率は、１．０１～１．５倍の範
囲が好ましい。一方、上記（ｉｉ）の方法でポリケトンの繊維化を行う場合、熱延伸終了
後の繊維にかける張力は、０．５～４ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲が好ましく、また、急冷却に
おける冷却速度は、３０℃／秒以上であることが好ましく、更に、急冷却における冷却終
了温度は、５０℃以下であることが好ましい。ここで、熱延伸されたポリケトン繊維の急
冷却方法としては、特に制限はなく、従来公知の方法を採用することができ、具体的には
、ロールを用いた冷却方法が好ましい。なお、こうして得られるポリケトン繊維は、弾性
歪みの残留が大きいため、通常、緩和熱処理を施し、熱延伸後の繊維長よりも繊維長を短
くすることが好ましい。ここで、緩和熱処理の温度は、５０～１００℃の範囲が好ましく
、また、緩和倍率は、０．９８０～０．９９９倍の範囲が好ましい。
【００４３】
　有機繊維コードは、例えば、ポリケトンからなるフィラメント束を複数本、好ましくは
２本又は３本撚り合わせてなり、これも例えば、ポリケトンからなるフィラメント束に下
撚りをかけ、次いで、これを複数本合わせて、逆方向に上撚りをかけることで、双撚り構
造の撚糸コードとして得ることができる。
【実施例１】
【００４４】
　次に、図３に示すような構造を有する、サイズが４６×１７Ｒ２０　３０ＰＲのラジア
ルタイヤを試作し、表１，２に示すように、それぞれの諸元を変化させた実施例タイヤ１
、比較例タイヤ１～比較例タイヤ５のそれぞれにつき、重量、安全率、最外層カーカスプ
ライコードの残強度を評価した。
　なお、カーカスプライの有機繊維コードに用いられる材質のポリケトンは、ほぼ１００
％が上記（化１）で表される繰り返し単位からなり、その９７モル％以上が１－オキソト
リメチレンである。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
【表２】

【００４７】
（タイヤ重量）
　実施例タイヤ１、および比較例タイヤ１～比較例タイヤ５のそれぞれの、タイヤ重量を
測定した。その結果を、指数値で表３に示す。
　なお、表中の指数値は、比較例タイヤ１の値をコントロールとして求めたものであり、
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数値が小さいほど、重量が小さいものとした。
【００４８】
（安全率）
　実施例タイヤ１、および比較例タイヤ１～比較例タイヤ５のそれぞれにつき、タイヤを
リムサイズ４６×１７Ｒ２０のリムに装着し、タイヤ内を水で満たし内圧を上昇させたと
き、タイヤが破壊する圧力と、ＴＲＡで定められた規定内圧に対する比（タイヤが破壊す
る圧力／ＴＲＡで定められた正規内圧）を測定した。その評価結果を表３に示す。
　なお、ＦＡＡの定めるＴＳＯでは、航空機用タイヤについては安全率４倍以上に規定さ
れている。数値が大きいほど耐圧性が良好である。
【００４９】
（最外層プライコード残強度）
　実施例タイヤ１、および比較例タイヤ１～比較例タイヤ５のそれぞれにつき、タイヤを
リムサイズ４６×１７Ｒ２０のリムに装着し、内圧を１５３０ｋＰａとし、負荷質量を２
０８７０ｋｇとして、ドラム試験機上にて、速度６４ｋｍ／ｈ、１０分走行して、１１０
分冷却するタキシング試験を１００サイクル繰り返し実施した後に、ビード部の最外層プ
ライコードを解剖により採取し、残強度をコード引張り試験機で測定した。その評価結果
を表３に示す。
　なお、比較例タイヤ１のコード強力をコントロールとして求めたものであり、数値が大
きいほど良好である。
【００５０】
【表３】

【００５１】
　表３の結果から、実施例タイヤは、比較例タイヤ１～比較例タイヤ５に対し、タイヤ重
量の増加を抑えつつ、安全率、ビード部のプライコード疲労性の向上を達成することがで
きた。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の航空機用ラジアルタイヤの一の実施形態を、適用リムに組み付けて内圧
が０ｋＰａのときのビード部の要部拡大断面図である。
【図２】本発明の航空機用ラジアルタイヤの一の実施形態を、正規内圧を充填するととも
に、規定の質量に対応する負荷を加えたときのビード部の要部拡大断面図である。
【図３】本発明の航空機用ラジアルタイヤの一の実施形態を示す幅方向段面図である
【図４】図３のタイヤを適用リムに組み付けて内圧が０ｋＰａのときのビード部をより詳
細に示す要部拡大断面図である。
【図５】従来の航空機用ラジアルタイヤを適用リムに組み付けて内圧が０ｋＰａのときの
ビード部の要部拡大断面図である。



(12) JP 2010-36695 A 2010.2.18

10

【図６】従来の航空機用ラジアルタイヤを適用リムに組み付けて内圧が０ｋＰａのときの
ビード部の要部拡大断面図である。
【図７】従来の航空機用ラジアルタイヤを適用リムに組み付けて内圧が０ｋＰａのときの
ビード部の要部拡大断面図である。
【図８】従来の航空機用ラジアルタイヤを適用リムに組み付けて内圧が０ｋＰａのときの
ビード部の要部拡大断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　トレッド部
　２　　サイドウォール部
　３　　ビード部
　４　　ビードコア
　５　　カーカスプライ
　５ａ　ターンアッププライ
　５ｂ　ダウンプライ
　６　　ベルト
　７　　ベルト保護層
　８　　トレッドゴム

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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